
【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成２７年１月２８日

【発行者名】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　阿部 修平

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目２番４号　天王洲ファーストタワー

【事務連絡者氏名】 田中　美紀子

【電話番号】 ０３－６７１１－９２００

【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券の金額】

5,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年12月26日付けをもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、訂正すべき事

項がありますので、これらの訂正を行うものです。

 

２．【訂正の内容】

※下線部＿＿＿は訂正部分を示します。

 

第一部【証券情報】

(1)～(4)　略

(5)【申込手数料】

＜訂正前＞

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として販売

会社が定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。

 
＜訂正後＞

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として販売

会社が定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。

詳しくは販売会社（後記（8）申込取扱場所を参照）までお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

１～２ 略

３【投資リスク】

以下の内容が追加されます。

＜リスクの定量的比較＞
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４【手数料等及び税金】

第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金については、以下の内容に更新・訂正され

ます。

＜更新・訂正後＞

(1)【申込手数料】

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が

定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。詳しくは、販

売会社にお問い合わせください。

申込手数料（購入時手数料）は、商品の説明、販売の事務等の対価として販売会社が受け取るものです。

(2)【換金（解約）手数料】

換金（解約）時の手数料はありません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。

①信託報酬（約款第42条第1項）

ａ．信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.836％

（税抜年1.7％）の率を乗じて得た金額とします。

ｂ．信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の６ヵ月終了時および毎計算期末に当該終了日までに計上

された金額、ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されま

す。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

ｃ．信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。（税抜）

純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社

100億円未満の部分 年0.92％ 年0.70％ 年0.08％

100億円以上
200億円未満の部分

年0.87％ 年0.75％ 年0.08％

200億円以上
300億円未満の部分

年0.82％ 年0.80％ 年0.08％

300億円以上
500億円未満の部分

年0.77％ 年0.85％ 年0.08％

500億円以上の部分 年0.72％ 年0.90％ 年0.08％

 

＜支払先の役務の内容＞

委託会社 販売会社 受託会社

ファンドの運用、法定書類等

の作成、基準価額の算出等の

対価

購入後の情報提供、運用報告

書等各種書類の送付、口座内

でのファンドの管理および事

務手続き等の対価

ファンドの財産の保管・管

理、委託会社からの指図の実

行等の対価

 

②実績報酬※（約款第43条）

ａ．実績報酬の額は次に掲げる通りとします。

イ．ファンドの各計算期間における日々の基準価額が、一定の「ハードル価格」（ハ．参照）を上

回った場合、当該基準価額と当該ハードル価格の差額の１００分の１２．９６（税抜１００分の１

２）部分を実績報酬として計算し、信託財産の費用として計上されます。

ロ．この場合の計算期間は約款に定める信託の計算期間を１期として取扱います。

ハ．「ハードル価格」は以下のとおりとします。

１．期初に決定したハードルは計算期間を通じて一定の価格を保ちます。
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２．ハードル価格の計算

ハードル価格＝（１＋ハードルレート）×期初の基準価額

ただし、ハードルレートは年率5.00％とします。

したがって、ハードル価格＝1.05×期初の基準価額となります。

３．２期目以降のハードル価格

前期末の基準価額（収益分配前）が前期のハードル価格を上回った場合

ハードル価格＝1.05×前期末の基準価額

（ただし、収益分配があれば、分配落ちの後の基準価額）

前期末の基準価額（収益分配前）が前期のハードル価格を下回った場合

前期のハードル価格（ただし、収益分配があれば、分配落ち分を控除した価額）を当期のハード

ル価格とします。

（ご参考）

第15計算期間ハードル価格；27,325円（1万口当たりの数字です。）

＊第15計算期間は平成26年10月16日から平成27年10月15日までです。

ｂ．実績報酬の支払は、毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日

までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、実績報酬に係る消費税等相当額を実

績報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

ｃ．実績報酬は全額委託会社が受け取るものとします。

実績報酬の留意点

毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。

従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありませ

ん。また、その実績報酬は、決算時にファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費

用計上されていますので、決算時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありませ

ん。

※実績報酬とは、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。

(4)～(5) 略
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